
 
 

 

夜間勤務手当の誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和元年６月３日から同年７月11日まで） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

教育庁 

 学校総務サー

ビス課 

 

 岬町立中学校の教職員Ａが行った夜間勤務について、適切な

支給事務が行われず、夜間勤務手当が未払となっているものが

あった。 

 

 

勤務日 勤務時間 支給額 

平成30年６月13日 22:00～22:30  
642円 

平成30年６月14日 22:00～22:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出事項について、当該校に対して、速やかに是正措置を講

じるよう指示するとともに、法令等に基づき、適正な事務処理

を行われるよう指導されたい。 

また、市町村立学校教職員の給与支給事務手続に係るチェッ

ク機能を強化されたい。 

 

【職員の給与に関する条例】 

(夜間勤務手当) 

第23条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時

から翌日の午前５時までの間に勤務した職員に対して、当

該勤務について支給する。 

２ 夜間勤務手当の額は、前項の規定する勤務１時間につ

き第27条に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の

25を乗じて得た額とする。 

 

【職員の給与の支給方法等に関する規則】 

(定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当) 

第18条 定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務

手当は、１の月の分を次の月における給料の支給日に支

給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘された職員の夜間勤務手当につい

ては、職員の給与に関する条例に基づき、

令和元年８月に追給の措置を講じた。 

 

市町村立学校教職員の給与支給事務手

続に係るチェック機能の強化に向けた取

組は以下のとおりである。 

 

１ 該当校に対し、夜間勤務手当の入力

及び支給額の確認等の周知徹底を図っ

た。 

 

２ 市町村教委に対し、今回の監査結果

の内容を通知するとともに、その所管

に属する学校に対し、給与支給の適正

化について周知徹底を図った。 

 

３ 服務監督を行う学校長を対象とした

研修において、今回の監査結果を周知

するとともに、給与支給における校長

の果たすべき役割を再認識し、より一

層、適正な事務処理、確認を行うよう徹

底を図った。 

 

４ 事務担当職員研修の際に、今年度監

査に関する指摘事項の事例を取り入

れ、学校長と協力し円滑な給与支給事

務に取り組むよう指導した。 

 

５ 学校長に対し、命令した夜間勤務等

が適正に支給されているか確認を行う

こと及び職員本人においても手当が適

正に支給されているか確認するよう周

知することを通知し、支給額の適正化

を図った。 


